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「南海トラフ地震臨時情報」発表時の対応について 

 
〔 「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合 〕 
 

南海トラフ地震に 
   関連する情報 

対  応 

在宅時に発表された場合  特に学校から連絡がない限り、通常通り登校させてください。通

常の教育活動を行います。 

登校途中に発表された場合  そのまま登校させてください。その後については「在校時」に準

じた対応をとります。  

在校時に発表された場合 

 

 

 

 

 

 

① 情報が発表されたことをすみやかに児童に知らせます。また

保護者の皆様に、「なごやっ子あんしんメール『きずなネット

』」などでお知らせします。 

② 通常の教育活動を行います。 

③ すぐに被害の発生が想定される等、状況によっては、児童

を安全な場所に避難させ、保護者に状況を伝えます。 

④ 状況によっては、児童を保護者に引き渡し、帰宅させます。

（この場合も、メール配信にて引き取りが必要であることをお知

らせします。） 

下校途中に発表された場合 そのまま下校し、その後については「在宅時」に準じた対応

をとります。 

校外活動について  発表後に出発する場合は、延期(中止)します。校外での活動

中は、安全を確認し、速やかに帰校します。 

 

 〔 震度５強以上の地震が発生した場合の対応について 〕 
 
 在宅時に震度５強以上の強い地震が発生した場合は、学校からの連絡があるまでの間、臨
時休業日とします。 
 登校途中、または在校時に震度５強以上の強い地震が発生した場合は、原則、全員を学校
に待機させ、保護者または親類・縁者等緊急時の引き取り者になっている方に引き渡すこと
とします。 
 翌日以降は、学校から連絡があるまでの間、臨時休業日とします。 
 
 
※ 震度５弱以下の場合でも、状況によっては、児童の安全を考慮し、震度５強以上の
場合と同様の対応をさせていただく場合があります。 

 
※ 避難場所・避難経路の確認、家族との安否確認手段の取り決めなど、日頃から地震
発生時の対応について確認するとともに、「自分の身は自分で守る」という意識をご
家庭でも話し合っておいてください。 

 


